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① 負傷者を救護する ③ 最寄りの警察署へ

の届け出

② 発煙筒や三角表示

板を出すなど、

道路における

危険を防止

する

直ちに車の運転を中止して、

を必ず行わなければなりません。これらのことを守るのは です！！

助かる命も失われ、自らの罪も重くなります。


